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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第47期

第３四半期
累計期間

第48期
第３四半期
累計期間

第47期

会計期間

自平成24年
８月１日
至平成25年
４月30日

自平成25年
８月１日
至平成26年
４月30日

自平成24年
８月１日
至平成25年
７月31日

売上高（千円） 2,005,846 1,781,106 2,688,631

経常利益又は経常損失（△）（千

円）
40,834 △24,825 65,447

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）（千円）
38,112 △13,008 61,149

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － －

資本金（千円） 2,010,930 2,325,240 2,030,566

発行済株式総数（株）
普通株式

100,527,498

普通株式

123,527,498

普通株式

102,027,498

純資産額（千円） 1,780,766 2,426,282 1,842,802

総資産額（千円） 2,867,433 3,496,736 2,959,638

１株当たり四半期（当期）純利益

又は１株当たり四半期純損失金額

（△）（円）

0.40 △0.11 0.63

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
0.40 － 0.63

１株当たり配当額（円） ― － －

自己資本比率（％） 62.0 69.1 62.2

　

回次
第47期

第３四半期
会計期間

第48期
第３四半期
会計期間

会計期間

自平成25年
２月１日
至平成25年
４月30日

自平成26年
２月１日
至平成26年
４月30日

１株当たり四半期純利益金額

（円）
1.19 0.47

（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移に

ついては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第48期第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につきましては、潜在株式は存在

するものの、１株当たり四半期純損失が計上されているため記載しておりません。

２【事業の内容】

　当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。なお、当社は従来

どおり、関係会社はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクは次のとおりであります。なお、文中の将来に

関する事項は、当第３四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

（訴訟に関するリスク）

　当社は平成26年１月22日付で、東京都水道局より当社が過年度に施工いたしました水道工事に関する瑕疵の補修

費用として2億2720万9500円の請求を当社に求めるとの内容の訴訟提起を受けましたので、業績に影響を及ぼす可能

性があります。

　本件訴訟が当社の今後の業績に与える影響につきましては、現時点では不明であり、今後開示すべき事項が発生

した場合には、速やかに、お知らせいたします。なお、本件に関しましては、平成24年５月８日より平成25年６月

25日までの間に、国土交通省管轄の調停機関である中央建設工事紛争審査会において調停を行いその中で、当社に

損害賠償責任はないとの当社の主張が理解される見解が調停委員会より示されております。

　

　

 

２【経営上の重要な契約等】

　特記事項はありません。

 

 

 

３【財政状態、経営成績の状況の分析】

（１）業績の状況　

　当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策、日銀による金融緩和等による円安を背景に

企業収益は改善し、また消費税増税前に駆け込み需要もあり、個人消費が改善する等景気回復の兆しも見られまし

たが、近隣諸国との関係悪化や駆け込み需要の反動が懸念される等の懸念材料があり景気の先行は不透明なところ

となりました。　

　建設業界におきましては、深刻な労働者不足を背景に労務賃金、建設資材の高騰等により依然厳しい状況が続い

ております。　

　このような状況の中、当社におきましては、主力の土木工事にて他社との差別化を図るため、より一層の技術力

及び安全性の向上を図るとともに、今後の主軸にすべく、新技術の修得を行ってまいりました。また、不動産部門

におきましては、太陽光発電設備の販売を行うとともに、引き続きＯＬＹ等の普及に向けて積極的に営業活動を展

開してまいりました。　

　その結果、当第３四半期累計期間の業績につきましては、売上高17億81百万円（前年同期比11.2％減）となりま

した。

　収益面につきましては、原価低減、経費削減に努めました結果、営業利益5百万円（前年同期比85.4％減）とな

りました。

　経常損益面につきましては、利息の支払や貸倒引当金の繰入等により、24百万円の経常損失（前年同期は40百万

円の経常利益）となりました。　

　四半期純損益につきましては、13百万円の四半期純損失（前年同期は38百万円の四半期純利益）となりまし

た。　

　

　セグメント別の業績は、次のとおりであります。　

（建設事業）

　建設事業におきましては、公共投資の縮減による落札価格の低価格化の影響により、受注高3億62百万円（前年

同期比55.0％減）、売上高10億81百万円（前年同期比28.1％減）、完成工事総損失17百万円（前年同期は87百万円

の完成工事総利益）となりました。

　

（不動産事業等）

　不動産事業等におきましては、ＯＬＹ機材の拡販、太陽光発電設備の販売により売上高6億95百万円（前年同期

比41.2％増）となり、不動産事業等総利益は2億5百万円（前年同期比85.5％増）となりました。　
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（その他）

　その他事業におきましては、売上高3百万円（前年同期比61.4％減）、その他売上総損失2百万円（前年同期は5

百万円のその他売上総利益）となりました。　

　

　

　

（２）資産、負債及び純資産の状況

　当第３四半期会計期間末の資産の残高は、34億96百万円となり、前事業年度末に比べ5億37百万円増加いたしま

した。その主な要因は、現金預金3億62百万円及び販売用不動産2億80百万円の増加によるものであります。　

　

　当第３四半期会計期間末の負債の残高は、10億70百万円となり、前事業年度末に比べ46百万円減少いたしまし

た。その主な要因は、預り金1億77百万円、工事損失引当金36百万円の増加等があったものの、支払手形・工事未

払金等92百万円、未成工事受入金1億63百万円の減少によるものであります。　

　

　当第３四半期会計期間末の純資産の残高は、24億26百万円となり、前事業年度末に比べ5億83百万円増加いたし

ました。その主な要因は、資本金2億94百万円の増加、資本剰余金2億94百万円の増加及び四半期純損失13百万円の

計上に伴う利益剰余金の減少によるものであります。　

　

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

（４）研究開発活動

　特記すべき事項はありません。　

EDINET提出書類

株式会社大盛工業(E00239)

四半期報告書

 4/18



第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 300,000,000

Ａ種優先株式 2,775,000

Ｂ種優先株式 2,775,000

計 305,550,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成26年４月30日）

提出日現在発行数(株)
（平成26年６月13日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 123,527,498 123,527,498
東京証券取引所

（市場第二部）
単元株式数 100株

計 123,527,498 123,527,498 － －

　

（２）【新株予約権等の状況】

　当第３四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。　

　決議年月日 平成26年２月17日

新株予約権の数（個） 270

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 27,000,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)  3,500,000

新株予約権の行使期間
自　平成26年３月５日

至　平成28年３月４日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額

　　　　　発行価格　　　3,522,600

　　　　　資本組入額　　1,761,300

新株予約権の行使の条件

　本新株予約権の行使により、行使に係る本新株予約権

の新株予約権者が保有することとなる当社株式の総数

が、当社発行済株式総数の10％を超えることとなる場合

の、当該10％を超える部分に係る株予約権の行使はでき

ない旨の行使条件が付されております。

新株予約権の譲渡に関する事項
　本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認

を要するとされています。

代用払込に関する事項 　　該当事項はありません。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 　　該当事項はありません。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。 

 

　

 

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

 

 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数（株） 資本金（千円） 資本準備金（千円）

増減数 残高 増減額 残高 増減額 残高

平成26年３月５日

(注)　
3,000,000 123,527,498 52,500 2,325,240 52,500 620,220

　（注）第三者割当：発行株数3,000,000株、発行価額：１株につき35円、資本組入額：１株につき17.5円、割当先：マ

イルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社
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（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

 

 

 

（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の状況については、実質株主が把握できず、記載することができませんので、

直前の基準日である平成26年１月31日現在の株主名簿に基づき記載をしております。

　

①【発行済株式】　

 平成26年４月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）     － － －

議決権制限株式（その他）     － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 39,300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 123,474,300 1,234,684 －

単元未満株式 普通株式 13,898 －
１単元（100株）未満

の株式

発行済株式総数     123,527,498 － －

総株主の議決権     － 1,204,684 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄の株式数には、証券保管振替機構名義の株式が5,900株含まれておりますが議

決権の数には同機構名義の59個は含めておりません。

②【自己株式等】

 平成26年１月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

㈱大盛工業
東京都葛飾区水元三

丁目15番８号
39,300 － 39,300 0.03

計 － 39,300 － 39,300 0.03

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。 
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）により作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成26年２月１日から平成26

年４月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成25年８月１日から平成26年４月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、ＫＤＡ監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成25年７月31日)

当第３四半期会計期間
(平成26年４月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 687,927 1,050,225

受取手形・完成工事未収入金等 601,564 580,751

未成工事支出金 70,395 66,808

不動産事業等支出金 192,973 155,119

販売用不動産 95,061 375,320

前払費用 10,187 9,271

その他 314,823 427,612

貸倒引当金 △13,530 △31,816

流動資産合計 1,959,404 2,633,293

固定資産

有形固定資産

建物 878,138 863,179

減価償却累計額 △668,390 △684,788

建物（純額） 209,748 178,390

構築物 103,918 103,918

減価償却累計額 △103,918 △103,918

構築物（純額） 0 0

機械及び装置 52,510 52,510

減価償却累計額 △52,510 △52,510

機械及び装置（純額） 0 0

車両運搬具 2,232 2,610

減価償却累計額 △2,073 △2,379

車両運搬具（純額） 159 230

工具器具・備品 74,221 74,221

減価償却累計額 △66,622 △68,032

工具器具・備品（純額） 7,598 6,188

土地 402,253 402,253

建設仮勘定 104,005 －

有形固定資産合計 723,766 587,063

無形固定資産 6,743 5,903

投資その他の資産

長期貸付金 191,384 190,322

破産更生債権等 2,252 2,252

固定化営業債権 224,783 228,833

その他 231,710 232,803

貸倒引当金 △380,406 △383,735

投資その他の資産合計 269,724 270,476

固定資産合計 1,000,233 863,443

資産合計 2,959,638 3,496,736
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年７月31日)

当第３四半期会計期間
(平成26年４月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 248,474 155,896

短期借入金 220,000 220,000

未払金 16,565 2,151

未払費用 68,230 68,339

未払法人税等 8,910 4,781

未払消費税等 3,376 17,489

未成工事受入金 225,180 61,271

預り金 32,724 209,816

工事損失引当金 12,463 48,978

完成工事補償引当金 15,781 19,801

賞与引当金 9,799 20,005

その他 117 6,503

流動負債合計 861,624 835,035

固定負債

長期借入金 242,000 219,500

訴訟損失引当金 － 4,000

その他 13,212 11,918

固定負債合計 255,212 235,418

負債合計 1,116,836 1,070,454

純資産の部

株主資本

資本金 2,030,566 2,325,240

資本剰余金 325,546 620,220

利益剰余金 △460,173 △473,181

自己株式 △56,485 △56,488

株主資本合計 1,839,453 2,415,790

新株予約権 3,348 10,491

純資産合計 1,842,802 2,426,282

負債純資産合計 2,959,638 3,496,736
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（２）【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成24年８月１日
　至　平成25年４月30日)

当第３四半期累計期間
(自　平成25年８月１日
　至　平成26年４月30日)

売上高

完成工事高 1,503,619 1,081,693

不動産事業等売上高 492,917 695,815

その他の売上高 9,310 3,597

売上高合計 2,005,846 1,781,106

売上原価

完成工事原価 1,415,950 1,099,562

不動産事業等売上原価 382,369 490,729

その他の売上原価 4,188 6,090

売上原価合計 1,802,508 1,596,382

売上総利益

完成工事総利益又は完成工事総損失（△） 87,668 △17,869

不動産事業等総利益 110,547 205,086

その他の売上総利益又はその他の売上総損失
（△）

5,121 △2,492

売上総利益合計 203,338 184,723

販売費及び一般管理費
※1 164,285 ※1 179,010

営業利益 39,052 5,713

営業外収益

不動産賃貸料 38,520 31,703

退職給付引当金戻入額 7,347 －

その他 5,683 11,839

営業外収益合計 51,551 43,542

営業外費用

支払利息 14,007 10,262

支払手数料 8,330 6,026

不動産賃貸原価 14,505 18,548

手形売却損 33 －

貸倒引当金繰入額 2,849 20,896

会員権評価損 369 275

雑支出 9,674 14,071

訴訟損失引当金繰入額 － 4,000

営業外費用合計 49,769 74,081

経常利益又は経常損失（△） 40,834 △24,825

特別利益

固定資産売却益 － 15,040

特別利益合計 － 15,040

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 40,834 △9,785

法人税、住民税及び事業税 2,721 3,223

法人税等合計 2,721 3,223

四半期純利益又は四半期純損失（△） 38,112 △13,008
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【注記事項】

（四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

　該当事項はありません。

　

　　

（四半期貸借対照表関係）

偶発債務

　前事業年度（自　平成24年８月１日　至　平成25年７月31日）

　過年度に当社が施工いたしました上水道工事に関しまして、東京都水道局より、当該工事施工に関する瑕疵が

指摘され、当社に対して瑕疵の修補費用2億2,720万9,500円の請求がありました。

　当社といたしましては、東京都水道局から当該瑕疵の指摘を受けて、一刻も早い修補を行うべく、これまで東

京都水道局と各種協議を重ねてまいりました。

　しかしながら、修補に関する当社の見解、提案が東京都水道局に受け入れられず、一方的に修補費用の請求が

当社になされ、また、その修補費用の金額が多額であり、当社といたしましては到底納得できるものではないた

め、本件に関しましては、第三者による客観的な判断を仰ぐべく、平成24年２月29日付にて、中央建設工事紛争

審査会に本件に関する調停を申請いたしました。当該調停の場におきましては、当社主張が理解を得られる趨勢

にて調停が推移いたしましたが、最終的には、当社と東京都水道局の合意が形成されるに至らなかったため、本

件の解決に向けては、別途の方策を検討中であります。

　

　当第３四半期会計期間（自　平成26年２月１日　至　平成26年４月30日）

　過年度に当社が施工いたしました上水道工事に関しまして、東京都水道局より、当該工事施工に関する瑕疵が

指摘され、当社に対して瑕疵の修補費用2億2,720万9,500円の請求がありました。

　当社といたしましては、東京都水道局から当該瑕疵の指摘を受けて、一刻も早い修補を行うべく、これまで東

京都水道局と各種協議を重ねてまいりました。

　しかしながら、修補に関する当社の見解、提案が東京都水道局に受け入れられず、一方的に修補費用の請求が

当社になされ、また、その修補費用の金額が多額であり、当社といたしましては到底納得できるものではないた

め、本件に関しましては、第三者による客観的な判断を仰ぐべく、平成24年２月29日付にて、中央建設工事紛争

審査会に本件に関する調停を申請いたしました。当該調停の場におきましては、当社主張が理解を得られる趨勢

にて調停が推移いたしましたが、最終的には、当社と東京都水道局の合意が形成されるに至らなかったため、本

件の解決に向けては、別途の方策を引き続き検討中でありました。

　このような中、平成26年１月22日、東京都水道局より東京地方裁判所に、当社に対する損害賠償請求の提訴が

ありました。当社といたしましては、上記調停の結果を踏まえ、今後、裁判により解決を図る予定でありま

す。　
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（四半期損益計算書関係）

※１．一般管理費及び販売費の主なもの

　
前第３四半期累計期間

（自　平成24年８月１日
至　平成25年４月30日）

当第３四半期累計期間
（自　平成25年８月１日
至　平成26年４月30日）

役員報酬 34,749千円 32,819千円

従業員給料手当 26,070 28,883

支払手数料 30,843 39,534

　

　２．前第３四半期累計期間（自 平成24年８月１日 至 平成25年４月30日）及び当第３四半期累計期間

　　　（自 平成25年８月１日 至 平成26年４月30日）

　当社の売上高は、主たる事業である建設事業において、第２四半期累計会計期間までと第３四半期会計

期間以降では、休暇日数の差異があり、第３四半期会計期間以降に売上高が多くなるといった季節的変動

要因があります。

　

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　平成24年８月１日　至　平成25年４月30日）

１．配当に関する事項

　該当事項はありません。

 

 

２．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、平成23年５月18日付で新株予約権の第三者割当を、また、平成25年３月27日付で新株式及び新株

予約権の第三者割当を実施いたしました。これにより、当第３四半期累計期間において資本金が100,663千

円、資本剰余金が100,663千円増加いたしました。結果、当第３四半期累計期間において資本金2,010,930千

円、資本剰余金305,910千円となっております。

 

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　平成25年８月１日　至　平成26年４月30日）

１．配当に関する事項

　該当事項はありません。

 

 

２．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、平成26年３月５日付で、新株式の発行及び新株予約権の発行を行いました。この結果、当第３四

半期会計期間において、資本金が52,500千円、資本剰余金が52,500千円増加し、資本金2,325,240千円、資

本剰余金620,220千円となっております。 
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（金融商品関係）

　該当事項はありません。　

　

　　

（有価証券関係）

該当事項はありません。　

　

（デリバティブ取引関係）

　該当事項はありません。　

　

　

　

 

（持分法損益等）

　該当事項はありません。

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　平成24年８月１日　至　平成25年４月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　

報告セグメント　

その他

(注)1　
合計 調整額

四半期損益計

算書計上額

(注)2 建設事業 不動産事業等 計

売上高

(1)外部顧客への売上高

(2)セグメント間の内部

 　売上高又は振替高　

1,503,619

－　

492,917

42,263　

1,996,536

　42,263

9,310

　－

2,005,846

　42,263

－

△42,263

2,005,846

　－

計　 1,503,619 535,180 2,038,799 9,310 2,048,109 △42,263 2,005,846

セグメント利益又はセグ

メント損失(△)
△35,183 82,461 47,277 △8,224 39,052 － 39,052

(注)１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、営業投資有価証券の売

買等を行っております。

　　２．セグメント利益又は損失(△) は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。　

２．報告セグメントの変更等に関する事項

　　会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　これにより、当第３四半期累計期間のセグメント利益又はセグメント損失に与える影響は軽微であり

ます。　
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Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　平成25年８月１日　至　平成26年４月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　

報告セグメント　

その他

(注)1　
合計 調整額

四半期損益計

算書計上額

(注)2 建設事業 不動産事業等 計

売上高

(1)外部顧客への売上高

(2)セグメント間の内部

 　売上高又は振替高　

1,081,693

－　

695,815

83,438　

1,777,508

　83,438

3,597

　－

1,781,106

　83,438

－

△83,438

1,781,106

　－

計　 1,081,693 779,253 1,860,947 3,597 1,864,545 △83,438 1,781,106

セグメント利益又はセグ

メント損失(△)
△141,663 163,465 21,802 △16,088 5,713 － 5,713

(注)１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、クローゼットレンタル

等の売上であります。

　　２．セグメント利益又はセグメント損失(△) は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っておりま

す。　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期累計期間

（自　平成24年８月１日
至　平成25年４月30日）

当第３四半期累計期間
（自　平成25年８月１日
至　平成26年４月30日）

（1）１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり

四半期純損失金額(△)
0円40銭 △0円11銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)

（千円）
38,482 △13,008

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純

損失金額(△)（千円）
38,482 △13,008

普通株式の期中平均株式数（株） 94,175,024 117,702,905

（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

(千円)
0円40銭 －

（算定上の基礎） 　 　

　四半期純利益調整額（千円） － －

　普通株式増加数（株） 125,716 －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

－　 －　

（注）当第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株

　　当たり四半期純損失が計上されているため、記載しておりません。　
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（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

 

 

 

２【その他】

　該当事項はありません。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成２６年６月１３日

株式会社大盛工業

取締役会　御中

ＫＤＡ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 佐佐木　敬昌　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 園 田　光 基　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社大盛工

業の平成25年８月１日から平成26年７月31日までの第48期事業年度の第３四半期会計期間（平成26年２月１日から平成26

年４月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成25年８月１日から平成26年４月30日まで）に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社大盛工業の平成26年４月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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